
 

《新型コロナウイルスに伴う入館・面会制限について》 

令和 2 年 11 月 16 日より 原則、面会禁止とさせていただきます 

※重要、火急のご用件の際は、お手数ですが事前にお電話にてご連絡を頂けますよう 

 お願いいたします。 

《施設内の感染症予防対策》 

・入居者様の外出・外泊の制限 

・外部業者、移動販売、訪問理美容の制限 

・発熱、倦怠感等感染の疑いのある職員の勤務制限 

・職員の外出の自粛と、感染リスクが高まる「5 つの場面」の注意 

・その他の感染および感染拡大の防止策 


